
災害等の発生時における石狩市と北海道エルピーガス 

災害対策協議会の応急・復旧活動の支援に関する協定 
 

石狩市（以下「甲」という。）と北海道エルピーガス災害対策協議会（以下「乙」と

いう。）は、石狩市内で災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害等

の発生時」という。）における応急・復旧活動の支援に関して必要な事項を定め、次のと

おり協定を締結する。 

 

（用語の定義） 

第１条 この協定における「災害等」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第2

条第1項に定める災害、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成16年法律第112号）第2条第4項に定める武力攻撃災害及び緊急対処事態（武力攻

撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

（平成15年法律第79号）第25条第1項に規定する緊急対処事態をいう。）により直接

又は間接に生じる人的又は物的災害をいう。 

 

（協力体制の確保） 

第２条 災害等の発生時に必要な応急・復旧活動を行うため、甲は、乙に対し情報提供及

び第4条の規定による要請を行うこととし、乙は、それを受け乙の会員事業者に対して

必要な指示を行うものとする。 

 

（応急・復旧活動支援の範囲） 

第３条 この協定の対象となる応急・復旧活動支援とは、次に掲げるものとする。 

⑴ 被災場所におけるＬＰガスの被害状況及び復旧状況の情報提供 

⑵ 被災場所における応急措置及び復旧工事 

⑶ 避難場所等へのＬＰガスの供給及び供給に必要な関連機器の設置工事 

⑷ ＬＰガス供給停止が長期となった場合の簡易コンロ等の手配 

⑸ 大規模火災現場におけるＬＰガス設備の撤去等の安全対策 

⑹ その他甲が必要とする要請事項 

 

（応急・復旧活動の支援要請） 

第４条 甲は、災害等の発生時に必要があると認めるときは、乙に対し応急・復旧活動の

支援を要請できるものとする。要請は、原則として文書によるものとする。ただし、

緊急を要する場合は、口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（災害対策本部会議等への参加） 

第５条 乙は、甲の要請があった場合、甲が設置する石狩市災害対策本部会議又は石狩

市国民保護対策本部会議等にその職員を出席させ、又は派遣するものとする。 

 

（応急・復旧活動支援の実施） 

第６条 乙は、甲の要請により応急・復旧活動の支援を行う場合、積極的な協力に努める



ものとする。 

 

（費用の負担） 

第７条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援に要した費用（人件費は除く。）は、

原則として甲が負担する。 

２ 前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲と乙が協議のうえ

決定するものとする。 

３ 乙が要した費用の支払い方法等は、甲乙協議によるものとし、甲はその支払いに責任

を負うものとする。 

 

（災害補償） 

第８条 甲の要請により応急・復旧活動の支援業務に従事した者が、その業務により負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、乙の会員事業

者が使用者責任において行うものとする。 

 

（損害の負担） 

第９条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援を行ったことにより生じた物的損害の

負担について、その割合は、その都度、甲乙協議し定めるものとする。 

 

（緊急用ＬＰガス等の供給） 

第10条 甲の要請によるＬＰガス等の供給は、平成２２年１０月１日締結の「災害時にお

けるＬＰガス供給の協力に関する協定書（石狩市及び社団法人北海道エルピーガス協

会石狩支部）」に準じて行うものとする。 

 

（防災意識の向上等） 

第11条 乙は、その協議会活動を通じて、ＬＰガスの備蓄、緊急時対応設備の整備を日常

的に行うほか、甲が行う防災訓練に参加するなど、会員の防災意識の向上に努めるこ

ととし、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。 

 

（協議事項） 

第12条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生

じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第13条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をも

って協定終了の通知をしない限り、その効力を持続するものとする。 

 

 

この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名のうえ各自１通を保有する。 

 

 

 



平成22年10月1日 

 

 

甲 石狩市花川北6条1丁目30番地2 

 

石 狩 市 長  田 岡  克 介 

 

 

乙 札幌市白石区中央3条3丁目1番40号 

北海道エルピーガス災害対策協議会石狩支部 

 

現地本部長  阿 波  嘉 克 


